
 

 
 

【参考資料：適時開示に係る社内体制の概略】 

 

 

 

内部情報

　担当役員

　本社部門　（総合企画部、総務部、経理部、他所管部門）

　決定事実・決算に関する

情報発生の事業部門（本部・事業部、支店等）及び子会社

情　報　取　扱　責　任　者 　（ 経 理 部 長 ）

発生事実の適時開示

　決議、承認

　【情報の集約】

　【重要性及び適時開示情報の検討】　　担当役員、総合企画部、総務部、経理部

決定事実・決算に関する情報 発　生　事　実

証　券　取　引　所

　情報の適時開示

　【情報の報告】
　代 表 取 締 役 社 長

　親　　　   会　　　   社 （親会社が適時開示を要する場合）

取　締　役　会　（事務局　総合企画部）


